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横
浜
市
関
係

１
－
市
、
北
部
方
面
斎
場
の
建
設
予
定
地
を
緑

区
長
津
田
町
の
山
林
に
決
定
と
発
表
。
▽
市
内
、

各
区
役
所
に
「
福
祉
保
健
相
談
室
」
開
設
。

３
－
市
、
「
ヨ
コ
ハ
マ
・
り
ぶ
い
ん
」
　
（
地
域

特
別
賃
貸
住
宅
）
の
高
齢
者
版
「
シ
ニ
ア
・
り

ぶ
い
ん
」
の
第
一
号
を
神
奈
川
区
西
寺
尾
で
着

工
、
と
発
表
。

４
－
十
二
月
定
例
市
議
会
開
会
。
三
百
六
十
九

億
円
の
補
正
予
算
案
や
下
水
道
料
金
と
市
立
大

学
授
業
料
の
値
上
げ
な
ど
三
十
七
議
案
が
上
程
。

７
－
市
、
雇
用
動
向
調
査
発
表
。
景
気
、
業
績

指
数
は
マ
イ
ナ
ス
四
五
・
一
ポ
イ
ン
ト
で
過
去

最
低
。

９
－
Ｊ
Ｒ
関
内
駅
ホ
ー
ム
下
に
、
障
害
者
が
働

く
ふ
れ
あ
い
シ
ョ
ッ
プ
の
第
一
号
「
か
も
め
」

が
オ
ー
プ
ン
。

1
1
‐
－
市
環
境
影
響
評
価
審
議
会
、
「
横
浜
国
際

港
都
建
設
計
画
都
市
高
速
鉄
道
第
一
号
市
営
地

下
鉄
一
号
線
」
（
「
市
営
地
下
鉄
戸
塚
駅
－
小

田
急
江
の
島
線
湘
南
台
間
、
七
・
四
キ
ロ
」
の

環
境
影
響
評
価
の
審
査
結
果
を
市
長
に
報
告
。

1
4
－
市
民
が
選
ん
だ
今
年
の
十
大
ニ
ュ
ー
ス
発

表
。
一
位
は
、
七
月
緑
区
長
津
田
の
山
林
に
警

察
官
殺
傷
事
件
の
容
疑
者
が
逃
げ
込
ん
だ
事
件
。

1
5
－
市
民
局
、
市
内
の
事
業
所
（
三
千
九
百
四

十
一
、
従
業
員
三
十
人
以
上
）
を
対
象
に
し
た

労
働
時
間
調
査
ま
と
め
る
。
年
間
総
労
働
時
間

は
二
千
百
八
十
二
時
間
二
十
一
分
で
、
国
の
目

１
－
景
気
対
策
の
た
め
の
公
共
事
業

費
約
一
兆
九
千
億
円
を
盛
り
込
ん
だ

九
二
年
度
補
正
予
算
案
が
衆
院
本
会

議
で
可
決
。
▽
厚
生
省
の
生
活
環
境

審
議
会
、
水
道
水
の
水
質
基
準
の
大

幅
見
直
し
を
答
申
。
二
十
六
の
水
質

基
準
項
目
を
四
十
六
に
増
加
。
３
－

衆
院
で
、
「
九
増
十
減
」
の
衆
院
定

数
是
正
凛
が
可
決
。
神
奈
川
県
内
三

区
、
四
区
で
定
数
が
一
増
の
五
と
な

る
。
４
－
大
蔵
、
厚
生
両
省
は
、
国

が
二
分
の
一
補
助
し
て
い
る
保
育
所

の
人
件
費
を
平
成
五
年
度
か
ら
全
額

地
方
負
担
に
切
り
替
え
る
方
針
を
決

定
。
６
－
成
田
空
港
に
新
し
く
第
二

旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
が
オ
ー
プ
ン
。

７
｜
東
京
都
、
都
職
員
の
採
用
試
験

で
「
エ
イ
ズ
感
染
者
で
も
採
用
Ｏ
Ｋ
」

と
の
方
針
を
決
定
。
1
0
－
横
須
賀
沖

で
潜
水
艦
「
な
だ
し
お
」
と
遊
漁
船

第
一
富
士
丸
が
衝
突
、
富
士
丸
の
三

十
人
が
犠
牲
と
な
っ
た
事
故
で
、
横

浜
地
裁
は
「
な
だ
し
お
」
側
に
主
な

原
因
が
あ
る
と
し
て
、
元
艦
長
に
禁

固
二
年
六
ヵ
月
、
元
船
長
に
同
一
年

六
ヵ
月
（
い
ず
れ
か
執
行
猶
予
付
き
）

を
言
い
渡
し
た
。
1
1
－
文
部
省
の
学

校
不
適
応
対
策
調
査
協
力
会
議
は
、

高
校
中
退
者
の
総
合
的
な
対
策
を
ま

と
め
最
終
報
告
を
公
表
。
1
7
－
国
に

損
害
賠
償
を
求
め
た
「
多
摩
川
水
害

訴
訟
」
の
差
し
戻
し
控
訴
審
判
決
で
、

東
京
高
裁
は
国
側
の
河
川
管
理
に
手

落
ち
が
あ
っ
た
と
認
定
。
国
に
総
額

横
浜
市
関
係

標
千
八
百
時
間
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
。

2
2
－
市
公
文
書
公
開
審
査
会
、
栄
区
長
の
公
用

車
運
転
日
報
の
非
公
開
決
定
に
対
す
る
栄
区
住

民
の
異
議
申
し
立
て
に
つ
い
て
、
市
の
決
定
を

覆
し
、
「
個
人
名
を
除
き
公
開
す
べ
き
」
と
す

る
答
申
を
市
長
に
提
出
。

2
3
－
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
タ
ワ
ー
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

開
始
（
～
2
5
）

2
6
－
横
浜
市
営
路
線
バ
ス
に
、
初
の
女
性
運
転

手
デ
ビ
ュ
ー
。

６
－
市
長
、
年
頭
記
者
会
見
で
、
福
祉
な
ど
四

つ
の
視
点
に
沿
っ
て
新
総
合
計
画
の
長
期
ビ
ジ
ョ

ン
原
案
を
、
夏
を
め
ど
に
ま
と
め
る
考
え
を
表

明
。
▽
横
浜
市
営
地
下
鉄
三
号
線
「
新
横
浜
ｌ

あ
ざ
み
野
」
間
の
三
月
十
八
日
開
業
正
式
決
定
。

７
｜
プ
ラ
ト
ニ
ウ
ム
輸
送
船
「
あ
か
つ
き
丸
」

横
浜
港
に
入
港
。

８
－
消
防
局
、
昨
年
一
年
間
の
市
内
火
災
件
数

は
九
百
十
九
件
、
前
年
に
比
べ
八
・
一
パ
ー
セ

ン
ト
減
で
、
過
去
十
年
で
最
少
と
発
表
。

1
2
|
市
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー
、
「
横
浜
先
進
中

小
『
夢
』
工
場
」
発
行
。
中
小
企
業
の
モ
デ
ル

職
場
を
紹
介
し
た
も
の
。
▽
横
浜
新
港
ふ
頭
に
、

フ
ェ
リ
ー
型
貨
客
船
の
発
着
を
中
心
と
し
た

「
新
港
ふ
頭
タ
ー
ミ
ナ
ル
」
オ
ー
プ
ン
。

1
5
－
横
浜
ア
リ
ー
ナ
で
市
内
新
成
人
（
六
万
三

約
三
億
一
千
万
円
の
支
払
い
を
命
じ

る
住
民
側
逆
転
勝
訴
を
言
い
渡
し
た
。

1
8
－
予
防
接
種
禍
集
団
訴
訟
の
控
訴

審
判
決
で
、
東
京
高
裁
は
一
家
族
を

除
く
原
告
全
員
に
対
し
、
総
額
約
二

十
三
億
円
の
国
家
賠
償
の
支
払
い
を

命
じ
た
。
2
6
－
九
三
年
度
予
算
の
政

府
案
七
十
二
兆
三
千
五
百
四
十
八
億

円
で
閣
議
決
定
。
3
1
－
厚
生
省
、
人

口
動
態
統
計
の
推
計
で
、
千
人
当
た

り
の
出
生
率
が
九
・
八
で
史
上
最
低

と
発
表
。

自
治
体
・
国
・
社
会

３
－
財
界
や
労
働
界
な
ど
の
代
表
で

つ
く
る
政
治
改
革
推
進
協
議
会
（
民

間
臨
調
）
、
「
地
方
分
権
に
関
す
る

緊
急
提
言
」
を
発
表
。
６
１
皇
太
子

殿
下
（
3
2
）
と
外
務
省
勤
務
の
小
和

田
雅
子
さ
ん
（
2
9
）
の
ご
婚
約
内
定

が
明
ら
か
に
な
る
。
▽
社
会
党
委
員

長
に
山
花
貞
夫
書
記
長
の
無
投
票
当

選
が
決
定
。
８
１
水
住
外
国
人
に
限
っ

て
指
紋
押
捺
を
廃
止
し
た
改
正
外
国

人
登
録
法
が
ス
タ
ー
ト
。

1
1
－
組
み
立
て
体
操
で
圧
死
し
た
当

時
中
三
の
両
親
が
、
相
模
原
市
を
相

手
取
り
七
千
万
円
の
損
害
賠
償
請
求

訴
訟
を
横
浜
地
裁
に
提
訴
。
1
3
－
化

学
兵
器
を
十
年
以
内
に
廃
絶
す
る
こ

と
を
定
め
た
化
学
兵
器
禁
止
条
約
の

調
印
式
が
パ
リ
で
行
わ
れ
、
百
三
十

カ
国
が
調
印
し
た
（
～
1
5
）
。
1
4
－

日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
、
二
千
二
年
の
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月
２

百
三
十
五
人
）
の
成
人
式
行
わ
れ
る
。

1
8
1
市
、
M
M
2
1
地
区
の
事
業
化
促
進
街
区
四

ヵ
所
の
開
発
に
つ
い
て
、
二
段
階
公
募
方
式
を

採
用
と
発
表
。
全
国
初
。

1
9
－
横
浜
市
日
照
行
政
検
討
委
員
会
、
日
影
規

制
の
導
入
、
市
日
照
等
指
導
要
綱
の
一
部
条
例

化
を
骨
子
と
す
る
答
申
案
を
提
出
。

2
1
－
政
治
献
金
の
還
付
金
不
正
取
得
事
件
で
後

援
会
か
ら
二
人
の
逮
捕
者
を
出
し
た
井
川
国
雄

横
浜
市
議
＝
公
明
・
緑
区
は
、
議
員
を
辞
職
、

併
せ
て
離
党
。

2
2
－
「
国
際
防
災
の
十
年
・
世
界
会
議
」
の
日

本
招
へ
い
決
定
。
M
M
2
1
地
区
の
「
国
立
横
浜

国
際
会
議
場
」
（
仮
称
）
で
来
年
五
月
開
催
が

確
実
に
。

2
5
－
市
、
こ
れ
ま
で
Ｂ
５
判
だ
っ
た
文
書
サ
イ

ズ
を
Ａ
４
判
に
統
一
す
る
と
発
表
。

2
7
－
市
立
保
育
園
の
保
母
が
市
を
相
手
取
り

「
頚
肩
腕
症
は
保
育
労
働
に
よ
る
公
務
災
害
」

と
し
た
訴
訟
で
、
東
京
高
裁
「
因
果
関
係
を
認

め
ら
れ
な
い
」
と
の
判
決
。

１
－
市
の
「
業
務
核
都
市
構
想
」
、
国
の
八
省

庁
か
ら
正
式
承
認
。
市
内
六
地
区
を
「
業
務
施

設
集
積
地
区
に
指
定
し
、
整
備
を
は
か
る
。

４
－
M
M
2
1
地
区
の
四
つ
の
事
業
化
促
進
街
区

を
対
象
に
し
た
「
二
段
階
公
募
方
式
」
で
、
開

発
を
希
望
す
る
「
開
発
事
業
者
」
と
建
物
の
一

部
を
所
有
し
て
進
出
を
は
か
る
「
進
出
希
望
者
」

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
開
催
候
補
地
と

し
て
全
国
十
五
の
自
治
体
を
候
補
地

と
す
る
Ｗ
杯
招
致
委
員
会
の
決
定
を

正
式
発
表
。
1
5
－
釧
路
冲
を
震
源
地

と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
五
の

大
地
震
が
発
生
。
死
者
二
名
、
六
百

人
近
く
が
負
傷
。
1
6
－
大
学
入
試
セ

ン
タ
ー
試
験
が
全
国
四
百
四
会
場
で

実
施
。
出
願
者
過
去
最
多
の
五
十
一

万
三
千
人
。
2
0
－
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト

ン
氏
、
米
国
の
第
四
十
二
代
大
統
領

に
就
任
。
▽
平
成
二
年
二
月
の
衆
議

院
選
挙
の
無
効
を
求
め
た
定
数
訴
訟

の
上
告
審
判
決
で
、
最
高
裁
大
法
廷

は
、
選
挙
当
時
の
格
差
は
、
違
憲
状

態
と
判
断
し
た
が
、
格
差
是
正
の
た

め
の
合
理
的
機
関
は
過
ぎ
て
い
な
い

と
し
て
、
選
挙
を
有
効
と
し
、
有
権

者
側
の
上
告
を
棄
却
。
2
6
－
文
部
省

の
高
校
教
育
改
革
推
進
会
議
、
業
者

テ
ス
ト
に
つ
い
て
「
公
教
育
の
場
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
し
て
追
放
を

も
と
め
る
提
言
。
▽
昨
年
一
年
間
の

届
け
出
の
あ
っ
た
エ
イ
ズ
患
者
・
感

染
者
は
四
百
九
十
三
人
で
累
計
で
千

四
十
六
人
と
な
る
。

２
－
総
務
庁
、
九
二
年
の
労
働
力
調

査
発
表
。
平
均
の
完
全
失
業
率
二
・

二
パ
ー
セ
ン
ト
。
６
－
川
崎
市
教
育

委
員
会
、
学
校
の
指
導
要
録
を
九
四

年
度
か
ら
全
面
開
不
す
る
決
定
。
９
－

神
奈
川
県
、
九
三
年
度
当
初
予
算
案

を
発
表
。
一
般
会
計
は
、
一
兆
七
千

二
百
十
一
億
円
。
前
年
度
比
四
・
一

に
分
け
て
公
募
す
る
こ
と
を
決
定
。

８
－
市
、
平
成
五
年
度
当
初
予
算
発
表
。
総
額

約
二
兆
九
千
五
百
九
十
二
億
七
千
万
円
、
一
般

会
計
は
一
兆
三
千
七
百
九
十
一
億
円
で
、
対
前

年
度
比
伸
び
率
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
。

1
2
－
瓶
・
缶
の
分
別
収
集
を
三
月
三
日
か
ら
本

格
実
施
と
発
表
。
五
年
度
は
全
世
帯
の
三
〇
パ
ー

セ
ン
ト
に
当
た
る
三
十
六
万
五
千
世
帯
を
対
象
。

1
4
－
保
土
ヶ
谷
区
西
久
保
町
の
今
井
川
で
見
つ

か
っ
た
太
平
洋
戦
争
中
の
米
軍
の
不
発
弾
処
理

作
業
が
行
わ
れ
た
。
Ｊ
Ｒ
な
ど
百
十
九
本
運
休
、

住
民
五
千
人
避
難
。

1
5
－
市
、
東
急
「
こ
ど
も
の
国
線
」
を
通
勤
線

化
す
る
方
針
を
決
定
。

1
7
|
市
、
新
年
度
か
ら
休
祝
日
と
平
日
の
夜
間

に
救
命
指
導
医
を
市
消
防
司
令
セ
ン
タ
ー
に
勤

務
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
。

1
9
－
市
長
、
「
横
浜
国
際
総
合
競
技
場
」
（
仮

称
）
の
概
要
を
発
表
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
地

上
六
階
地
下
一
階
建
て
、
延
べ
面
積
十
四
・
四

ヘ
ク
タ
ー
ル
。
収
容
で
き
る
観
客
は
七
万
人
で

国
内
最
大
規
模
。

2
1
－
「
地
球
市
民
・
国
際
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

横
浜
シ
ン
ポ
ジ
ア
で
開
催
。

2
3
－
横
浜
市
会
二
月
定
例
会
開
会
（
～
３
月
2
6

日
）
。
新
年
度
予
算
関
係
等
計
八
十
九
議
案
が

上
程
。

2
8
－
9
3
横
浜
国
際
女
子
駅
伝
が
国
内
外
十
九
チ
ー

ム
の
参
加
で
行
わ
れ
、
日
本
代
表
チ
ー
ム
が
優

勝
。

パ
ー
セ
ン
ト
増
。
1
0
－
神
戸
市
の
県

立
高
校
で
起
き
た
女
子
生
徒
の
校
門

圧
死
事
件
で
、
神
戸
地
裁
、
元
教
諭

に
禁
固
一
年
、
執
行
猶
予
三
年
を

言
い
渡
し
た
。
1
6
－
川
崎
市
、
市
政

の
意
思
決
定
機
関
の
会
議
を
市
民
に

公
開
す
る
「
会
議
公
開
条
例
」
の
全

国
で
初
制
定
を
目
指
し
て
、
新
年
度

に
検
討
委
員
会
発
足
の
決
定
。
1
9
－

大
量
リ
ン
チ
殺
人
や
浅
間
山
荘
銃
撃

戦
な
ど
を
起
こ
し
た
連
合
赤
軍
事
件

で
、
最
高
裁
は
、
二
審
判
決
を
支
持

し
、
永
田
、
坂
口
両
被
告
は
死
刑
、

植
垣
被
告
は
懲
役
二
十
年
が
確
定
。

2
3
－
日
産
自
動
車
は
、
九
五
年
を
メ

ド
に
主
力
工
場
の
座
間
工
場
で
乗
用

車
生
産
を
中
止
し
、
総
従
業
員
を
三

年
間
で
五
千
人
削
減
す
る
な
ど
、
大

規
模
な
合
理
化
計
画
を
発
表
。
2
5
－

厚
木
基
地
と
横
田
基
地
の
騒
音
被
害

を
め
ぐ
り
、
夜
間
飛
行
の
差
し
止
め

と
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟
の
上
告

審
で
、
最
高
裁
は
、
厚
木
基
地
訴
訟

で
は
過
去
の
賠
償
部
分
を
退
け
た
部

分
を
破
棄
し
、
審
理
を
東
京
高
裁
へ

差
し
戻
し
、
横
田
基
地
訴
訟
に
つ
い

て
は
、
一
部
地
域
住
民
の
賠
償
を
認

め
た
二
審
判
決
を
支
持
。
▽
金
泳
三

氏
が
第
十
四
代
韓
国
大
統
領
に
就
任
。

▽
政
府
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
で
の
国
連

平
和
維
持
活
動
参
加
の
可
能
性
を
さ

ぐ
る
調
査
団
を
派
遣
と
発
表
。
2
6
l

ド
イ
ツ
の
コ
ー
ル
首
相
が
七
年
ぶ
り

の
来
日
。
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